
提出書類

　・公図、登記簿、官民境界明示等があれば、相談がスムーズに進むことがあります。
　・提出書類を預かった後、現地調査等を行いますので、時間を要する場合があります。

【新規協定を結ぶ】

【既存協定の確認・継承届の提出】

　
※１　許可申請書類一式

※２　 建築審査会開催予定日の概ね1か月前までに書類一式を整えて、受理される必要があります。
（包括同意基準に基づく申請はこの限りではない）

※３　 建築審査会の開催予定日等：市ホームページ参照

　関係権利者全員の同意を得た協定書等（市と要事前調整）

　継承届（既存協定の申請地の土地所有者が変わっている場合）

協定書の提出等
(協定空地の場合のみ)

1部

1部
　付近見取図
  配置図（建築審査会資料の「敷地と道路の関係図」と同等の内容もの）等

　許可申請書類一式※１

確認申請

事前相談

仮受付

資料の訂正等

本受付※２
手数料納付

(手数料：33,000円)

審査

建築審査会 同意※３

許可通知

1部+PDFデータ（メール提出可）

正副１部ずつ　許可申請書類一式※１

　（内容確定後）建築審査会資料　A3カラー

消防 同意

建築基準法第43条第2項第2号許可申請の流れ

 図書又は書面 主な明示すべき事項 

1 許可申請書 建築基準法の様式（第 43号様式） 

2 建築審査会資料（A3 カラー） 

 

□申請敷地周辺の道路その他の空地の状況を示した図面 

内容確定後、追加１部＋ＰＤＦデータ提出必要 

建築審査会資料【記入事例】参照 

3 委任状 代理者が申請する場合に必要 

4 許可申請理由書 許可申請理由書【記入例】参照 

5 付近見取図  □縮尺 □方位 □道路等 □申請地の位置 

6 配置図 □建築審査会資料の「敷地と道路の関係図」と同じもの 

7 各階平面図 □縮尺 □方位 □間取 □各室の用途  

□開口部及び防火戸の位置 □外壁の構造 

8 ２面以上の立面図 □縮尺 □開口部の位置 □外壁の構造 

9 ２面以上の断面図 □縮尺 □床の高さ □各階の天井高さ 

□軒・ひさしの出 □軒・建築物の高さ 

10 敷地・建物求積図  

11 登記簿謄本（申請地） 法務局備え付けのもの（登記官名、印があるもの） 

インターネットでダウンロードしたものは不可 

写し可（原本照合必要） 

12 公図（字限図）（申請地） □申請地を赤囲みで示すこと 

法務局備え付けのもの（登記官名、印があるもの） 

インターネットでダウンロードしたものは不可 

写し可（原本照合必要） 

13 【河川等に係る場合】 

河川占用許可証等及び構造図 

写し可 

 


